




（参考資料） 

乳の種類別について  

種類別 定 義 

牛乳   

直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品

の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する

牛の乳 

  特別牛乳 特別牛乳として販売するもの※ 

成分調整牛乳 
生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去した

もの 

低脂肪牛乳 
乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外

のもの 

  

無脂肪牛乳 ほとんどすべての乳脂肪分を除去したもの 

加工乳 
生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料と

して製造した食品を加工したものをいう 

   

※営業許可は「特別牛乳搾取処理業」。製造に当たっては、殺菌を省略するこ

とができるが、細菌数については牛乳より厳しい基準が適用される。 


